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社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会 
令和７年度 第２回理事会議事録 

 

 

１．開催の日時及び場所 

（１）日 時  令和７年６月２８日（土）午後２時００分～午後２時３０分 

（２）場 所  世田谷区松原６－４－１ 

梅丘パークホール北沢区民会館別館 

 

２．理事現員数 

２４名 （令和７年６月２７日現在） 

 

３．出席役員数及び氏名 

（１）出席理事数： １８名  監   事：  ２名   

欠席理事数：  ６名  欠席監事数：  １名 

（２）氏   名 

   ■理事 

鈴木賢治、岡﨑克美、岩波京子、髙橋和夫、白須勝敏 

田嶋宏、川﨑惠美子、松岡宏武、田中京子、佐藤由美子、 

小林喜美江、江藤眞理子、川邊太美雄、妹尾廣子、新井貞次、横山康博、

酒井健治、長岡光春 

 

欠席理事：吉村俊雄、坂本雅則、手嶌きみ子、本田隆志、長島日出男、 

水野貞  

 

   ■監事 

    近造廸夫、丹羽克裕 

 

    欠席監事：板谷雅光 

 

４．議長 

新井貞次理事 

 

５．決議に特別の利害関係を有する理事 該当なし 

 

６．議題 

（１）決議事項 

   議案第１号 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会会長の選定 

   議案第２号 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会副会長の選定 
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   議案第３号 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会常務理事の選定 

（２）その他 

   ①令和７年度理事会・評議員会等スケジュールについて 

 

 

７．理事会の議事の経過の要領及びその結果 

午後２時００分、長岡事務局長より、理事会の開催にあたり理事会を招集する

者は、各理事及び各監事に対し、開催日の１週間前までにその通知を発出しなけ

ればならないが、改選後、初めてとなる本理事会は理事及び監事が選定された評

議員会が昨日（令和７年６月２７日）であることから、招集通知を発出すること

が困難であるため、理事及び監事の全員から招集通知を省略して開催することの

同意を得ていることを報告した。続いて理事総数２４名のところ、１８名の出席

により理事会が成立していることを確認し、長岡事務局長が開会を告げた。次に、

決議事項に特別の利害関係を有する理事が存するかの確認をした結果、本日の議

案について該当する理事はいない旨が報告された。 

続いて理事・監事挨拶時に現在欠員となっている世田谷区町会総連合会・会長

職にある方について、今月末に開催予定の町総連・総会で会長職が選任される旨

を伝え、推薦回答後に１１月の本会評議員会で理事に選任される予定を周知した。 

事務局の管理職を紹介後、議長の選出を行い、事務局より慣例では最年長の理

事にお願いしていることを提案し、意義なしの声により新井理事が議長に就任し

た。 

 

（１）議案第１号 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会会長の選定 

（２）議案第２号 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会副会長の選定 

（３）議案第３号 社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会常務理事の選定 

   社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会会長、副会長、常任理事の選定につい

て、議長の指示により一括して雨宮総務課長から説明があった。 

 

  新井議長 ただ今、事務局から説明がありましたが、これまでは理事の皆様に

お諮りして同意いただいている役職者選任の申し合わせにより、会

長職、副会長職、常務理事職をお願いする方を決めておりましたが、

今回もこれまでの例にならい、この申し合わせに基づいて決定して

よろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

 

  新井議長 意義なしの声があがりました、特に異議がないようですので、この

申し合わせにより選定を行いたいと思います。まず、会長職につい

てですが、申し合わせでは５地域会長職の区分により選任された理

事のうちから互選により１名選任することになっています。なお、
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互選の方法でございますが、これまでの例にならい、皆様からの推

薦をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（異議なしの声） 

 

  新井議長 それでは、推薦により会長を選出したいと思います。 

       どなたかご推薦をお願いいたします。 

  岡﨑理事 吉村理事を推薦したいと思います。 

  新井議長 ただ今、吉村理事に会長職をとのご推薦がございましたが、他には

いかがでしょうか。 

（意義なしの声） 

 

 新井議長 それでは、吉村理事に会長職をとの声を頂きましたので、会長職に

は吉村理事を選出することでよろしいでしょうか。 

（拍手により全員賛成） 

 

 新井議長 それでは、会長は吉村理事に決定致しました。 

 続きまして、議案第２号「副会長職の選定」を行います。先ほどの

説明の通り、副会長職として、世田谷地域社協福祉推進協議会会長

の鈴木賢治 理事、北沢地域社協福祉推進協議会会長の岡﨑克美 理

事、砧地域社協福祉推進協議会会長の岩波京子 理事、烏山地域社

協福祉推進協議会会長の髙橋和夫 理事、世田谷区民生委員・児童

委員協議会会長の坂本雅則 理事に決定してよろしいでしょうか。 

（拍手により全員賛成） 

 

 新井議長 ご異議がないようですので、副会長は、鈴木理事、岡﨑理事、岩波

理事、髙橋理事、坂本理事に決定致します。皆様、どうぞよろしく

お願い致します。 

 新井議長 次に、議案第３号「常務理事の選定」を行います。こちらも資料３

の３項により、事務局長の職にある長岡光春 理事に決定してよろ

しいでしょうか。 

（拍手により全員賛成） 

 

  新井議長 ご異議がないようですので、常務理事は長岡理事に決定致します。 

  新井議長 それでは、全ての役職者が決まりましたので、ここで一言ずつご挨

拶をいただきたいと思います。 

（副会長、常務理事の挨拶） 

 

  新井議長 ありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。冒頭

に説明した議事録署名人は「出席した会長及び監事は、議事録に記
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名押印する」ことを伝えましたが、会長に選任された吉村会長が欠

席のため、社会福祉法第 45条の 14第 6項に基づき、出席した理事

全員と、監事 3名の記名押印が必要となることを、お伝えさせてい

ただきます。 

 

（４）その他 

議長の指示により、以下のとおり情報提供した。 

   ①令和７年度理事会・評議員会等スケジュールについて 

    

雨宮総務課長説明 

 

９．閉 会 

以上をもって議事を終了したので午後２時３０分に議長が閉会を宣し、解散

した。 

 

 

 

 

上記の決定を明確にするため議事録署名人において次に記名押印する。 

 

 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

署名人 

 

令和   年   月   日 

署名人 

 

令和   年   月   日 

署名人 

 

令和   年   月   日 

署名人 

 

令和   年   月   日 

署名人 

令和   年   月   日 

署名人 

 

令和   年   月   日 

署名人 

 

令和   年   月   日 

署名人 

 

令和   年   月   日 

署名人 

 

令和   年   月   日 

署名人 
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令和   年   月   日 

署名人 

 

令和   年   月   日 

署名人 

 

令和   年   月   日 

署名人 

 

令和   年   月   日 

署名人 

 

令和   年   月   日 

署名人 

令和   年   月   日 

署名人 

 

令和   年   月   日 

署名人 

 

令和   年   月   日 

署名人 

 

令和   年   月   日 

署名人 
 

令和   年   月   日 

署名人 
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